
■免疫学的検査〔自己抗体検査〕包括■ 

 

区分Ｄ０１４の１０から１６まで及び１８、１９、２３及び３７に掲げる検査を２項目

又は３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ３２０点又は 

４９０点を算定する。 

 


